
、

中村(照)委員長ほかにありませんか。討論

を終結します。

これより採決し.)たします。

第π号議案「長崎市障害福祉センター条例の

一部を改正する条例」については、原案のとお

り可決することに異議ありませんか。

.〔「異議なし」と言う者あり〕

中村(照)委員長・ご異議ないと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。

次に、第104号議案「公の施設の指定管理者の

指定について(障害福祉センター)」の討論に入

ります。.何かご意見はございませんか。

内田委員障害福祉センターの指定管理者を社

会福祉事業団に指定していますので、賛成をい

たします。

中,村(照)委員長ほかにありませんか。討論

を終結します。

これより採決いたします。

第104号議案「公の施設の指定管理者の指定に

ついて部章害福祉センター)」については、原案

のとおり可決すること・にご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

中村(照)委員長ご異議ないと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。

理事者交代のため暫時.休慈いたします。

=休憩午前Ⅱ時19分=

=再開午前Ⅱ時21分=

中村(照)委員長委員会を再開します。

次に、第69号議案「長崎市老人デイサービス

センター条例の一部を改正する条例」及び第1田

号議案「公の施設の指定管理者の指定について

(老人デイサービスセンター(5施設))」をー

括議題といたします。

理事者の一括説明を求めます。

三藤福祉部長第69号議案をご説明する前に議

案に関係する福祉部の課長以上の職員について

ご紹介をいたします。

〔職員紹介〕

三藤福祉部長それでは、まず第69月議案「長

崎市老人デイサービスセンター条例の一部を改

正する条例」につきましてご説明させていただ

きます。議案書は諦ページでございます。改正

の理由でございますが、平成12年度の介護保険

法の施行により、民問事業者が通所介護、老人

デイサービス事業を実施できるようになったた

め、民間事業者が多数参入いたしております。

平成1 7年6月] 6日(厚生委員会)

運

このため、長崎市が公の施設として老人デイサ

ービスセンターを運営する意義が薄れたため、

民間事業者と競合する旧市内のデイサービスセ

ンター6力所を廃止し、建物につきましては公

募によりデイサービス事業を行う民間事業者に

無償貸し付けとするものでございます。また、

旧合併町のデイサービスセンター5力所につき

ましては;民間事業者だけでは十分なサービス

が確保できないおそれがあることから、当面は

公の施設として存続させ、その管理については

指定管理者制度を導入しようとするものでござ
います。

なお、老人デイサービスセンターの指定管理

者の指定議案につきましては、第101号議案とし

て提案させていただいておりますので、あわせ

て説明させていただきます。議案書は1別ページ

でございます。

旧合併町の老人デイサービスセンターは、旧

合併町から引き継ぎ、長崎市社会福祉協議会に

管理を委託しておりますが、旧合併町の社会福

祉協議会は行政と一体となって地域福祉の推進

に努めてきた経緯がございます。合併後問もな

いことから、旧合併町の事業形態を一定期間承

継し、長崎市社会福祉協議会を指定管理者とし

て指定しようとするものでございます。

詳細につきましては、福祉総務課長から説明

させていただきます。

松尾福祉総務課長それでは、福祉部の方から

提出をいたしております委員会資料、第69号議

案「長崎市老人デイサービス条例の一部を改正

する条伊j」をご参照いただきたいと思います。

恐れ入ります、 2ページの方をお開きいただき

たいと思います。ここは表でお示しをいたして

おりますけれども、条例改正後の老人デイサー

ビスセンターの取り扱いを示しております。上

段に記載しておりますように、現在本市の公の

施設としての老人デイサービスセンターはⅡ力

所ございます。その内訳は、旧合併前の長崎市

に6力所、それから合併町に5力所でございま

す。冒頭、部長の方からご説明いたしましたよ

うに、今回の条例改正におきましては旧長崎市

に設遣いたしております6力所の公設デイサー

ビスセンターにつきましては条例から削除、す

なわち公の施設を廃止して、普通財産に変更の

上、民問事業者に無償貸し付けをしょうとする

ものでございます。

一方、旧合併町に設置いたしております5力

所の公設デイサービスセンターにつきましては、
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公の施設と{,てそのまま残し,、指定管理者を指

定して管理運営を行わせようとするものでござ

います。その考え方でございますが、まず旧長

崎市におきましては、平成松年度の介護保険法

施行に伴いまして、施行前に訂力所老人デイサ

Yビスセンターがございましたが、導入後に民

間事業者の参入によりまして、現在は66力所と

大幅に増加を見ております。また、施設の定員

数、利用実績を見ましても、現状において十分

な余裕があることから、公の施設としての役割

は一定達せられたものと判断をいたしていると

ころでございます。

そこでイ条例から落としまして普.通財産にし

ますけれども、これらの施設の活用方法でござ

いますが、現在の施設は調理室、浴室、機能訓

練室など、デイサービス実施のための設備、機

能が整っておりますところから、デイサービス

事業を行おうとする民間事業者に貸し付け、従

来どおりデイサービス事業を継続させることが

最も有効,な活用方法であると考えております。

また、これらの施設はすべて国庫補助金、もし

くは起債を充当して建設したものでありますこ

とから、デイサービス事業以外の目的で使用も

しくは有償での貸し付けの場合は、補助金及び

起債を一括して償還しなけれぱならないという

制約があることから、無償で貸し付けを行おう

とするものでございます。この貸し付けに当た

りましては公募とし、公募の条件として、収益

の一部を福祉サービスに還元できるような事業

を提案させるプロボーザル方式を考えていると

ころでございます。

一方、旧合併町の施設につきましては、全体

で10力所のうち 5力所が公設でございます。香

焼町、伊王島町、高島町につきましては、この

公設デイサービスしかないというような状況で

ございます。また、旧合併町の全部の定数を見

ましても公設で総定数の郭%を占めてるような

状況でございます。このようなことから、旧合

併町の施設につきましては、指定管理者制度を

導入して、公の施設として事業を継続してまい

りたいというふうに考えております。

そこで、旧合併町におきましては町と社会福

祉協議会が一体となりまして、これまでこの公

設デイサービスセンターを福祉行政の拠点のー

つとして、老人福祉の向上に努めてきた経緯が

あり、また合併後問もないことから、旧合併町

の事業形態を一定期間継承しようとし、第101

号議案「公の施設の指定管理者の指定について」

平成17年6月1 6日(厚生委員会)

/

でお諮りしておりますように、現在管理運営を

委託しております長崎市社会福祉協議会を指定

管理者として指定をしようとするものでござい

ます。

恐れ入ります、資料の3ページをごらんいた

だきたいと思います。 3ページには、上段に老

人デイサービスセンターの施設の概要、及び下

段に現在のデイサービスセンターの地区別設置

状況等を記載をいだしております。

4ページをお開きいただきたいと思います。

これは市内の老人デイサービスセンターの概略

位置図でございます。だいだい色であらわしで

おりますが、今回公の施設を廃止し、普通財産

として貸し付けを行おうとする 6施設、ピンク

色は旧合併町にあり、今回は公の施設・として残

し、指定管理者を導入しようとする5施設でご

ざいます。なお、野母崎町でございますが、こ

こは公設の老人ディサービスセンターはござい

ません。かわりに緑色でお示しいたしておりま

すように、社会福祉協議会が設置運営をしてい

るデイサービスセンターが1力所ございます。

その他のそら色でお示しいたしておりますのは、

すべて民問事業者が設置運営する老人デイサー

ビスセンターでございます。資料5ページから

8ページは、条例の新旧対照表を、また9ペー

ジには、今議会にお諮りした福祉部関係の施設

の管理方法等をまとめておりますので、ご参照

いただきたいと思います。'

次に、委員会資料として提出いたしておりま

す、第101号議案「公の施設の指定管理者の指定

にっいて(老人デイサービスセンター)」をごら

んいただきたいと思います。旧合併町に設置を

いたしております5力所の老人デイサービスセ

ンターにつきましては、先ほどご説明申し上げ

ましたように、長崎市社会福祉協議会を指定管

理者として指定し、指定の期問は平成18年4月

1日から平成記年3月討日までの4年間といた

しております。なお、管理経費につきましては、

これまでどおりすべて利用料金で賄うこととな

つておりますので、市の持ち出し等はございま

せん。

以上でございます。

中村(照)委員長これより一括質鞭に入りま

す。

内田委員まず、こうした旧長崎市内の施設を

廃止するということで、民間のデイサービス施

設があるから、.公の施設を廃止してもいいとい

うような立場のようですけども、実際そこで働
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く人たちの、社会福祉協議会から雇われていた

方々の雇用については、皆さんどのように考え

ておられるんですか。

市内6力所、私ども公今松尾福祉総務課長 、

設のデイサービスセンターがございます。これ

は、すべて民間の社会福祉法人に委託を行って

いるところでございます。この委託の方式につ

きましては、利用料金方式ということで行って

おりますので予算的なものはございません。

ただ、今回の私どもが普通財産にして貸し付

けを行うというのは、先ほどご説明申しました

ように、各事業者の方からプロボーザル方式、

提案で公募を行います。当然、今そこで運営を

なさってる社会福祉法人も手を挙げてこられる
ことかと思います。ただ、私どもが今まで公設

のデイサービスセンターとして運営をしており

ましたところが.1点。それから現在これらの施

設につきましては、介護保険の通所介護事業所

として運営をなされており、これから一定の収

入も上がるということで、何らかの福祉サービ

スで還元をしていただきたい.という提案をさせ

ていただこうということを思っております。

だから、今、内田委員お尋ねの職員の取り扱

いについては、現在も民間の社会福祉法人がや

つておりますところから、私どもについてはそ

のところまではちょっと芳えてはおりません。

内田委員何らかの見返りといいますか、そう

いったことを確約とかなんとかいうのはとるわ

けですか、今から。
、

松尾福祉総務課長 1点、印しわけ・ございませ

ん、先ほどの内田委員のご質問の中で6力所の

うち1力所、深堀地区の老人デイサービスセン

ター、これは私ども社会福祉協議会に運営を委

託をして、運営をしております。

それから、今のご質問でございますけれども、

何らかの見返りということでございますけれど

も、今後公募を行うときの、事業者が、自分た

ちがここを受けた場合にはこういうような福祉

サービスの還元ができるという提案をいただこ

うかと思っております。その提案のよしあしと

いいますか、提案の内容につきまして選定委員

会の中で選定をいただきまして、貸付者を決定

するという方向で、 検討しているところで今 、

ございます。
コ

内田委員今回、そうしたいろいろな、さまざ

まな理由づけで公の施設を廃止するということ

なんですけども、当面、今回は6力所、旧町の

5力所については公的施設ということで残すと、

平成 1 7年6月1 6日(厚生委員会)

そこしかないということね。残すということで

すけども、ここの条例案の概要に書いてるよう

に、当面は公の施設として残すと、後々これも

民間にゆだねるという考えなんですか。

内田委員がおっしゃい松尾福祉総務課長 今 、

ましたように、現在これしかないというのが旧

合併町で3町ございます。ほかにも、いわゆる

まだそこに十分手当てがなされていないという

地区もございます。ただ、これがずっと社会福

祉協議会の方に、この指定管理者として議案を

上げさせていただいておりますけれども、永遠

社会福祉協議会がやっていくのかということに

つきましては、.私どもは否定的な見解を持って

おります。

なぜならば、これは介護保険事業という事業

の中で十分採算がやっていけるものでございま

すし、同じょうな社会福祉法人あるいは事業者

がその地区でもやっていけるとするならば、当

然、いわゆるどちらの方がよろしいのかという

ことで競争させるというのが一番適切な方法で

はないかと思っておりますし、ただ、指定しま

した社会福祉協議会というもの宝体が、まだ民

間事業者と十分にその辺のところが競争できる

かという体質の面もございます。それで、この

4年間につきましては、合併前の経過等も踏ま

えまして、社会福祉協議会の方に指定管理をお

願いしているわけでございますが、 4年問の中

にこの経営ももちろんでございますけれども、

民問の競争に耐え得るだけの体力をつけていた

だくということをお願いをしてまいろうかとい

うふうに思っているところでございます。

内田委員そこら辺が私たちと考えが違うけど

も、民問のあれと競争させて体力をつけるとか。

社会福祉協議会ということで、そういう法人に

あれしてるから市の方はそういったことは委託

先のあれで、意に返さないんだと。あと、社会

福祉協議会が民間に勝つかどうかは、そこの社

会福祉協議会と民間との関係なんだというよう

な考えでやると。そういう、こうした公の施設

だとか、そうした本当に地方自治体が守らんぱ

いかん福祉の向上という、そういうあれを投げ
.

捨てるというような形にづながってくるんじゃ

ないかと、そこが一番危倶しているわけですよ。

今の答弁でもそういうあれが、先々民間と競

争して、競争すれば例えば社協の方が民間より

優れた能力を発揮して、お年寄りたちに対する

サービスも向上するとかいう考えかどうか知ら

んけども、本当にそれでこちらの市の方が、そ
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ういう立場で競争を黙って見ておくという立場

でいいのかなと。やはり、こういった施設につ

いては、将来、今は施設そのものが民間業者で

サービスの確保ができないというおそれがある

から公の施設だと、しかし先々はわかりません

けど、それは社会福祉協議会にゆだねますと、

そういう立場で本当にいいのかなと。そう,'いう

考えなんですかね、根本的には。

松尾福祉総務課長社会福祉協議会は、これの

設立の経過から申しましても、行政と一体とな

つて社会福祉の向上に努めるというものがござ

います。私どもは決して社会福祉協議会を否定

しているものではござい・ません。ただ、長崎市

が公の施設としで設置をしているものにつきま

しては、いわゆる行政の責任でやっていくとい

うのがございます。もしくは、民間事業者の方

の優れたノウハウを入れる、あるいはもう公の

施設として設置を、市の方が設置をしなくても、

民問事業者がどんどんそこに参入していってい

ただけれぱ、それは民間の力、民力を活用して

いこうという考え方がございます。

先ほど私が申しましたのはそういう意味でご

ざいまして、当然行政が手を入れなきゃ、公の

施設として設置をしなければ福祉行政の推進が
できない部分、これにつきましては社会福祉協

議会なり、あるいは行政の直営なりということ

でやっていくことは無論のことでございます。

内田委員最後に1・点、、そういう立場で長崎市

の方はやるということはそれで.いいですけども、

民間にできることは民間にということであれで

すけども、そうした施設であっても、民間でで

きることは民間でやるということについても否

定しませんけども、公の施設を持っとって、公

の施設の場合はどうなんだということを比べる
ためにも、それは公の施設も大切にして持って

おくということも、逆の考えから、持っとって

いいんじゃないかと。民問でできるものはすべ

て民問にするというんじゃなくて、民間ででき
ることを公のあれが持っとった場合はどぅなる

のかということにつながってくるんじゃないか

と思うんですけども、そこら辺の老え方はどぅ

ですか。

松尾福祉総務課長非常に難しいご質問だと思
いますけれども、先ほども申しましたように、

民間でできるものは民問で行う、民問で行えな
いものあるいは公共性を保つ必要があるものに

つぃては公共団体の方で行う、これが私どもは

基本ではないかなと思っております。特に、今

平成1 7年6月1 6日(厚生委員会)

,

回議題に上げさせていただいております老人デ

イdナービスセンターにつきましては、介護保険
事業という、いわゆる民問事業の中で、今、運

営を行っておりますところから、私ども今回こ、

ういう議案を上げさせていただきました。

ただ、先ほど申しましたように、介護保険事

業の実施に向かって非常に手薄なところ、十分

なサービスができないところにつきましては公

の施設として残して、事業の実施を行っていき

たいというふうには思っております。

重橋委員旧長崎市の大半のデイサービスセン

ターにおいては、地域のより近い社会福祉事業

の、いわゆる事業所がそれを受けてやってると

いうようなのが実体じゃないかなというふうに

思うんですが、今の社会福祉施設の事業者とい

うのは、これを受けるということによって、事

業収入というようなことで計上してきてるわけ

ですよね。そして、・近くにあるということで人

的な確保とか、いろんな、例えば車の駐車場と

か配置だとか、地域のことをよく知ってるだと

かいうような・形の中で、非常に合理的な運営を

しておるんじゃなかろうかというふうに思うわ

けです。そういった中で、今、今日社会事業を

営んでいる事業者というのはほとんどこちらに

書いてあるわけですが、優秀な民問事業者とい

うふうな認定の仕方をしても.いいんではないか

というふうに思いますよね、きちっと今までや

つてるわけですから。

そうすると、ここで今回新制度に基づいて公

募をして、手を挙げて.いただこうというたとき
に、.他の事業者として参入をする事業者が出て

くるのかなというふうに思うんです。よしんば

出てきたとしでも、選定委員会というのがある

わけですね。選定委員会の人.が資料を見て判断

をするならば、それを従来受けてやってた人た

ちのやり方、運営のあり方を凌駕するような優

秀な民間の事業者というのは出てくるかなと、

僕はそこのところは危倶してるわけです。

そうすると、今やって、これだけのことをや

つてるんだから、ここにやらせましょうよと、

選定委員会の人はやっぱりそこを指定してしま

うんじゃなかろうかと思うんです。そうする.と、

これはこういった長崎市の、深堀は.何か言われ

ましたけれども、この施設については従来の委

託先にそのままやっとっても構わんとじゃなか

ろうかという気がするんだけれども、あえて指

定管理者制度の中で優秀な民間事業者を公募す

ると、どういうことなんですかね。
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松尾福祉総務課長重橋委員さんのご質問です
けど、これは指定管理者として公募するもので
は、まずーつございません、ということをちょ

つとお答えを申し上げたいと思います。あ.くま

でも普通財産という形になりますので、普通財
産の貸付者を募集をするということでございま

'

す。

まず1点、その件でございますけれども、あ
と今の重橋委員さんの本論に戻りますが、確か
に、今、社協を入れまして6力所やっていただ
いております。地域にもかなり浸透して、密着
しております。と申しますのは、介護保険導入

前はこれはいわゆる寝たきり、あるいは虚弱老
人の福祉サービスの向上ということで、措置の
時代がございました。そのために、老人ディサ
ービスを設置をして、長崎市が事業を委託をし

てお願いをしておわました。そのときに、いわ
ゆる母体施設、特別養護老人ホームとか、そう
いう母体施設があるところが何かのときにはす
ぐ対応がきくということで、そういう施設から
老施協を通じまして募集をかけて選考していっ
たという経過もございます。

これは、最初長崎市に老人デイサービスセン

ターができました民問でございますけども、平

成元年ですので、もう16年、 17年ぐらいの歴史
があるわけですが、そういう中で各事業者の方
にはやっていただいております。"そこでも、か

なり地元の方にも密着をしておりまして、じゃ
そのまま、今の委託先に貸し付ければいいじゃ

ないかということ、私どもこれは平成12年、介

護保険導入のときからずっと検討をしておるわ

けですけれども、,ただ前は私ども措置としてつ
くって、ぞこで事業委託をやっておったという

ことで、事業者は投資といいますか、設備関係

あるいは建物関係の初期投資がなくて今の事業
をやっております。片や、今は民間60力所旧市

内の中にございますけども、ほかのディサービ

ス事業者はそれぞれ投資を行ってディサービス

事業を行っております。

今回、私どもの補助金とか起債とかの関係も

ございますけれども、'無償で貸し付けをすると

いうようなこともございますし、じゃこのまま

今の法人に無償で貸し付けといてもいいのかと
いうこともございまして、一定、この機会に募

集と、再度仕切り直しをさせていただきたいな
というふうに考えているところでございます。

重橋委員それでは、今の開設をして頑張って

いる事業者と比べると、従来のこの6施設にっ

平成 1 7年6月1 6日(厚生委員会)

'・淑

いては資本投下も何もせんでやっとったと。そ

うすると不公平が生じるではないかと。そうす
ると、'また横一線で、いわゆる普通財産に今度

は切りかえたから、それを施設貸与という形の

中で、じゃ用意どんで手を挙げさせて選・びかえ

をしようかというようなととなんでしょうかね。

そうぃうふうな感覚でとらえていいんですか。

松尾福祉総務課長委員おっしゃるとおりでご
ざいます。

重橋委員そうすると、選定委員会がやるわけ
でしょう。今まで従来やっとるから、この人た

ちは一番妥当だという、そういう感覚は僕は選

定委員会の中から出てくるし、それを凌駕する
ようなディサービスの事業者というのはめった

なことでは出てこんとじゃなかろうかと。

結局、形だけのそういうことをやっているん

じゃなかろうかなと、役所はと、いうよ,うな感

じがするんだけども。そんなら改まって、本当

に意欲がある、自分が投資して、そして会社経

営というようなそういう見方の中で、事業をや
つている意気盛んな、ぞういう、ある意味では

新興会社かもしれん、そういうところに、じゃ
今までのところはみんな廃止して、本来の仕事
を一生懸命やってください'と、それで手いっぱ

いでしょう頑張ってくださいよと、じゃデイサ
ービスにっいては、いわゆる民問の新たな業者

にやらせようやと、そしたらそういうことはど

うなんですか。そういうことだって可能なんで

すか。

三藤福祉部長先ほど福祉総務課長の方からも

申し上げましたけど、私ども今回ある意味での
本当に仕切り直しというような考え方を持って

おり'ます。だから、古い事業者さんが今まで実

績を積み重ねてこられたというのは評価をいた
しておりますし、審査会の中でその実績という

のは審査の課程でも評価をされるというふうに

考えておりますけど、ただその実績だけを取り

上げて今回そういうふうな一定の仕切り直しを

することなしに、従前の事業者さんにというふ

うな青えは、無償貸し付けということからとり

にくぃんではなかろうかと。だから、一定期問

を区切りまして、審査会にかけさせていただい

て、その中から選ばれてきた事業者さんに貸し

付けをしていこうという考え方でおりますので、

この辺のところは何とかご理解をお願いしたい

と思います。

重橋委員一定期間というと、今からどのくら

いですか、何力年間ですか。
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三藤福祉部長基本的には、今回指定管理考制
度の導入がありましたので、それと整合性をと
る形で準じた期間をとりたいと思うております

ので、今、私どもの考えておりますのは4年問

を期限としてやっていきたいというふうに考え

ております。

重橋委員ぞしたら、今から4年問は従来させ

ておったところにそのままさせていきますよと

いうことなんですか。それか、新たなところに

4年間ということ。

三藤福祉部長今回、仕切り直しをさせていた

だいて、民問の事業者の方に提案をいただいて、

その中で選定をされた事業者さんに今から4年
問をお願いしていきたいというふうに考えてお
ります。

重橋委員そういう認識でありましたら、厳正

公平にぜひやっていただきたいなと思いますけ
れども、それと新たなそういう事業者が出てく

れれぱいいなというふうに思いますけど。僕は、

ほとんど100%ぐらいの硫率で、選定委員会は従

来の業者を選ぶだろうなというふうに思います

ね。そしたら結局は、何だ形だけのことになっ

てしまうさと、'私はかけてもよかと思うよ、

NO%、この6業者、今までのとが全部とると思

うな、よっぽど事業内容がおかしいことがなけ

れば。だから、形だけに終わってしまうんだろ

うと思うもんだから、私はこういう質問をあえ

てしとるんですよね。

それじゃなかったら、従来あなたたちは大概

今・までにいい思いをしてきたんだから、じゃ新

たな業者に、あなたは何年間か排除しょうと、

指名排除と同じで排除しょうと。そして新たな

人たちに任せてみようかというような発想の大

転換をせんと、それは従来のままになってしま

うき、と思うということを一応言うて終わらせ

ていただきたい。

平野委員これは、これから認識を深めるため

にちょっとお聞きしますけども、このセンター

が、市内ですか、 6力所ですけども,、これは建

物自体は供用開始と書いでありますけど、建物

自体の建った時期が供用開始なんでしょうか。

松尾福祉総務課長 6力所のうちに1力所滑石

ディサヤビス.センター、これはふれあいセンタ
一後にデイサービスセンターを設置したもので

ございまして、この供用開始はあくまでも全部

デイサービスセンターの始めた日でございます

が、滑石だけがふれあいセンターと併設の建物

との供用開始と・は違っております。

平成1 7年6月1 6日(厚生委員会)

平野委員そうしますと、一番古い建物はどれ

になりますか。そして何年になってますか。

松尾福祉総務課長 今 お手元にお配りしでお、

ります委員会資料の3ページをお開きいただき

たいと思います。この3ページに供用開始日と

いうのがございます。この供用開始日の一番古
いもの、市内では」番古いのは淵、滑石でござ

います。

平野委員供用開始ということは、建物が古い

のかなと思ったんですけども、そうじゃないわ

けですね。

それともう 1つ、この建物自体がセンターと

して全部使われてるわけじゃなくてイー部使わ

れてるような気がするんですけど、滑石が1階

及び2階ですか、 2階建物の中の 1階と2階で

すから、これはもう全部センターとして使われ

ているのかなと。それ以外のところは、何か2

階の中の 1階とかいろいろ、.5階の中の 1階と

か、その他どぅいう用途として使われているん

でしょうか。

松尾福祉総務課長この表の中で、淵地区はふ

れあいセンターと併設でビざいます、 1階部分

にございます。滑石地区は同じ建物ですが、棟

としては分かれております。それから横尾地区、

小江原地区につきましてはふれあいセンター併
子11.

深堀地区は深堀体育館と併設、それから三亘又、

芳町は三芳のシルパーハウジング、市営住宅と

併設になっております。

池本委員まず、現在の6力所の中で1つは社

会福祉法人、深堀・だったと思うんですけども、

ほかの5力所は重複してないのかどぅか、まず、

事業者が、今まで。それを、まずお尋ねします。

松尾福祉総務課長 6力所すべて1法人1施設

でございます。

池本委員そうすると、重なってないというこ

とよね。そうしたら、深堀はたしか社会福祉協

議会だづたですね。これは、社会福祉協議会は

今度、この事業の指定管理に対して参加しない

というようなことをちょっとお聞きしたんです

けども、それはそのように理解していぃものか

どうか。

三藤福祉部長今回の公募に際しまして、指定
管理者の公募に際しまして、外郭団体は基本的

に手を挙げないという方向で、 今、 固まりつつ

あります。そして今回、デイサービスセンター

の貸し付けはそれに準じて取り扱いたいと思っ

ておりますので、社会福祉協議会が手を挙げる

とことは可能性としてはほとん'どないというふ
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うに考えております。

池本委員そういう中で、先ほどもお話があり
ましたように、建物の投資がなくてこういう事
業をしたいというのは、これまでも社会福祉事
業をしたいということで相当申し込みもあった0
その中で、非常に厳しい審査の中でそれぞれ福
祉事業を1やると、大変、非常に篤志家がふえた
というかそうぃうふうなことで、社会福祉事業
に参加する人は非常に多いわけですね0
そうぃう中で言われるように、提案によって
そうぃうことだから、建物とかそういう投資が
要らないから、その分のサービスをC 提案をい
ただいてサービスをしてくれる、それが評価の
中で大きなウェイトを占めるということを言わ
れておりますが、その」番期待するところは何
ですか。というのは、'恐らくなかなか難しいと
思うんです、評価をどうするかということは0
先ほども、同僚委員から指摘があっ・たように、
前の業者とかわらないんじゃないかと、その差
をっけるのも難しいんじゃないかとし・)うことを
言われましたが、一番今回、そういうふうな新
しく仕切り直し.をするに当たって、どういう点
にそのサービスをするのか。というのは、今で

も私は西山か'ら歩いてくる中で、毎日 3回はこ
うぃうようなディサービスの車に出くわすんで
すよ、市役所までに来るまでに。そして、昔の
幼稚園の園児募集よりも、今は激しいくらいに、
そうぃう中ですから、大変この事業に参加を期
待する人は多いと思うんですけど、そこら辺ち
よっと考え方を。

松尾福祉総務課長今回の募集に当たりまして
は、プロポーザル方式ということでいわゆる事

業で上がる収益の一部を還元をしてくださいと0
じゃ、どぅいう事業を提案をされますかという
ことで、事業計画をっくっていただくという形

になろうかと思いますが、どぅいう計画が出て
くるのかというのは、これは募集してみないと

わかりませんけれども、現在私どもがこの公設

老人ディサービスの中で、通常の通所介護事業、
いわゆる介護保険の適用となる事業のほかに、

委託事業と申しますか、生きがいディサービス、
いわゆる介護の適用にはならないけれども生き
がいとして皆さんとのふれあいの中で福祉サー

ビスを行っていこうという、生きがいディサ「
ビス、それから入浴サー・ビス等々の単独事業を

実施しております。こういう単独事業の肩がわ
りと申しますか、それを法人の中で独自でやっ
ていただけるものがあるのか、そういうと二ろ

平成1 7年6月1 6日(厚生委員会)

もちょっと模索をしてるところでございます0

現実的には法人がどぅいう提案をなさってくる
かということを見きわめたいというふうに思っ

ております。

池本委員これはなかなかある意味で提案サフ
ビスを余り具体的にすると審査の段階で非常に

なるので、あまり具体的に聞くのもいかがかな

と思ったんですけど、ただそこら辺しか判断の

余地がないもんですから、アバウトなお尋ね方
をしたんですけど。

それと、今後とも言われるように、介護事業

が始まって、民聞が非常になってきたと。その

中で、その前に公というか、市としても介護事

業にあわせてとういうディサービス事業の開始
をしてきたわけですけれども、これをもう民問

が能力がふえたから、民に移そうということで

すけれども、この事業そのものを、センターそ
のものを、今後どぅ、これを介護サービスとい

うこ.との中で利用するものなのか、それともほ
かに活用していくものなのか、ここら辺どぅな
のかなと。もうほか1む民問に補完できる状態

になりっつぁるんですよね。そこら辺、どぅい

うふうに、そして4年間をーつめどということ

ですけど、これは今後どぅいうふうに考えてお
られるのか。

公設の老人デイサービ今松尾福祉総務課長 、

スセンター、今回貸し付ける市内6力所、これ

は先ほどビ説明申し上げましたように、全部補

助もしくは起債で建てております。この補助、

起債というのは使用目的が決まってお'ります0
だから、この目的外に使用しますと、"今、池本

委員さんおっしゃいますように、司能ではござ
いますけれども借りた金を全部返せということ
でございますので、.目的外の使用は私ども今の

ところ考えておりません。それで、償還が終わ

つた後、この施設をどぅするかということを検

討したいと思っております。

山口委員 1点だけお尋ねをいたしたいと思い

ます。現在、上段の方にデイサービスセンター
の状況を書い.てあるわけですが、設備、今回一

般財産として無償貸与するわけですけれども、

今後設備の状況になりまして、様とんど全面的
に無償貸与して、設備等も市.では一切関係ない

ということになるんですか。ここでは、 20万円

以上等が必要になった場合、市の負担が生じて
おるというのが現在やっておるんですけれども、

この点はどのようにやろうとなされていらづし

やるのか、お尋ねをし.たいと思います。
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松尾福祉総務課長これらの施設につ.きまして

は、平成12年介護保険の.導入ど同時に、.・従来の

備品につきましては法人の方に無償譲渡を行っ

ております。だから、運営をしております備品

につきましては法人の所有という形になってお

ります。

以上です。
ノ

山口委員そしたら、備品という話になってる

んですが、一部の利用ということがほ.とんどの

ようですので、全体的なものとしては考えられ

ないわけなんですけども、やっぱり室内のいろ

いろな張りかえとか、そういうものについては

もう一般財産ということで、一切市としては関

係ないということになるわけなんですね。

松尾福祉総務課長今回、普通財産にして無償

で貸し付けと、その貸し付けの条件になってま

いりますが、現在は利用料金制度で、私どもは

一切予算化はしてないんですけれども、現実問

題卯万円以上の修繕につきましては、法人と折

半をするという契約を.結んでおります。今後は
無償でお貸しをするということでございますの
で、通常の維持、補修につきましてはすべて法

人負担ということで考えております。

以上です。

田中委員.普通財産に変更し、無償で貸し付け
る'ということだったんで、ずっと読んでいきよ

つて、使用侍」限があるのかな、これからいくと

デイサービス事業を行う民間事業者に貸し付け

る方法が最もよい施設の活用方法と判断したた
めとしかなかったもんですから。先ほどの説明

で、無償で貸し付けるんだけども、起債はディ

サービスセンターとしての起債とか、あるいは

補助が出てるんで、それ以外には使えないとい

う説明がありましたので理解できたんですけど
も、そこのところはもう一度、そのとおりだと

いうことの確認をしておきたいというふうに思

います。ほかには使えないということですね。

それからもう1つは、先ほどからこの6力所

のデイサービスセンターで事業を行っていた事

業者が、今度新しく公募で選定をされるという
ことになるわけですが、その際ほかの事業者に

かわった場合に、そこで・働いていた、雇用され

ていた人たち.の雇用がどぅなるかということ、

先ほど内由委員の方からも出ましたけども、現

実的にそこで仕事.をしとった、ほかの事業者に

移ったと。そうすると今まで仕事をしとった事
業者の、そこで働いておった人たちはどぅなる
のかというのが現実出てくるわけですが、その

平成ξ1尭年β・月,卞6日'1(厚生委員会)
1

点については市の方として何か縛りをかけよう

ということはあるのか、ないのか、考え方だけ。

松尾福祉総務課長まず1点目の施設の目的外

使用の件の確認でございますが、補助.や起債で
つくってるものは、その目的でもって補助をい

ただいております、あるいは記載を借りており

ます。この目的外使用というのは、すべてそれ

につぎ込んだ補助金等は返還ということになり

ますので、まず自的外使用はできません。目的

外使用をやるときには国の承認をとって、そし

て補助金等を返して、目的外に使用をするとい

うことになろうかと思います。

それから、 2点目の、じ.や法人が今度募集を

して変わった場合、その今まで雇われてた人は

どぅするのかということでございますけれども、

これは例えばの話でございます、.うちの方で縛
りをかけるかということは大変難しいのではな

かろうかなと思いますが、新たな法人がそこで

事業を営みます場合にも、やはり生活指導員と
か看護師とか、その他所定の要員をかけなきゃ

なりません。だから、それは新たな法人と既存

の法人との問のお話し合いという形はあろうか

とは思いますけれども、それを市の方で縛りを

かけるというのは、ちょっとできないのではな

いかなというふうに思っております。

田中委員雇用の問題は、今の答弁はもうそれ

以上はできないとは思うんですけど、現実的に
できるのかなという思いがしてますので、ちょ

つとそこら.辺も含めて、いろんな選考について

は、やっぱり考えていかなけれぱならないんじ

やないかなと、これは意見として申し上げたい
と思、います。

それから、貸し付けの無償貸与の条件に、結

局使用目的はこれに限るというこどがきちんと

契約条項の中に盛り込まれるというふうに理解
してよろしいでしょうか。

松尾福祉総務課長冒頭ご説明申し上げました
ように、ディサービスセンターとして事業を営
むもので、設置目的はそうなっております。募

集は、そういうことで募集をしたいと思ってお
ります。

堀江副委、員長先ほどの、三藤部長だったと思
うんですが、発言を確認したいんですが、1深堀

ディサービスにっいては社協が、今、管理委託
を受けていると。,その際、これを普通財産にし

て民間業者を公募する際に、社協は手を挙げな

いと.、'恐らく、というふうな趣旨の発言があっ

たと思うのですが、私どもがこの議案の審査で、
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すべての議案にかかわって現地調査と関係の方

のお話を聞かせていただいて、深堀デイサービ

スも伺いました。デイサービスの職員の方も、

今後こういうふうになるというふうに議会に議

案が上がってると聞いてると。自分たちとして

は、社協はその手を挙げて、自分たちも頑張り

たいと思っているというふうにお冒舌を聞きまし

たし、それから社協の事務局、長崎市の社協の

事務局にもお話を聞かせていただいたときに、

そういう意向を事前の私どもの議案調査の中で

はそういうお話があったんですが、.今回の答弁

はそれと全く.違って、社協は今回深堀のデイサ

ービスについては手を挙げないというふうな答

弁になっているんですが、その発言というのは

社協の合意の上での発言ですか。

三藤福祉部長私が先ほど説明しました内容は、

社協と調整した内容ではございません。これは

市の方針として総務部の方で調整をいたしてお

りますけど、その中で外郭団体は基本的に競争

の中に入ってこないという方針を立てておりま

すので、それに準ずる形で、今回の貸し付けの

場合もやりたいというふうに考えております。

堀江副委員長そうしますと、今現在どぅなの

かと、社協の事務局がどぅなのかということで

はあれですが、少なくとも議案が出た段階では、

社協の事務局もぜひ自分たちも引き続き頑張り

たいというふうな意向があるわけですが、そう

いう意向は、もう絶対長崎市としては受け付け

ないという、これは発言というふうに受け取っ

ていいんですか。

三藤福祉部長長崎市の方針としては、公募に

外郭団体が立つことはないというふうなことで

方向性を出しております。

以上です。

堀江副委員長私は少なくとも社協の事務局が

実際にそういうふうに思っているわけですから、

私はぜひ合意をとるといいますか、もう絶対受

け付けないんだということではなくて、私は十

分、話し合いという言い方はおかしいんですけ

れども、少なくともこの深堀の地区で住民をー

番知ってる人たちですよ。だからそういう意味

では、社協は受け付けないというのを知らない

ところで、議会で公にこういうふうに、発言する

ということではなく、私は十分打ち合せと.いい

ますか、合意をしていただきたいということを

希望・しておきます。

中村(照)委員長ほかにありませんか。それ

では質疑を終結し、討論に入ります。

平成17年6月16日(厚生委員会)

第69号議案「長崎市老人デイサービスセンタ

一条例の一部を改正する条伊」」の討論に入りま

す。何かご意見はございませんか。

内田委員この件.は、合併旧6町のデイサービ

ス施設は公の施設として残すどいうことには同

意できますが、旧市内の公のデイサービス施設

は廃止するということであり、認められません。

このことは、合併旧町のデイサービス施設も将

来は廃止する方殉につながりかねません。

よって、この議案については反対をいたしま

す。

中村(,鴛)委員長ほかにありませんか。討論

を終結します。

これより採決いたします。ビ異議があります

ので、挙手により採決いた.します。

第69号議案「長崎市老人デイサービスセンタ

一条例の一部を改正する条例」について、原案

のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求

めます。

〔賛成者挙手〕

中村(照)委員長賛成多数であります。

よって、本案は原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。

次、に、第101号議案「公の施設の指定管理者の

指定について(老人デイサービスゼンター5施

設)」の討論に入ります。何かご意見はございま

せんか。

内田委員第101号議案につきまし.ては、従来ど

おり社会福祉協議会を指定管理者と.して指定を

していますので、鬢成をいたします。

中村(照)委員長ほかにありませんか。討論

を終結します。

これより採決いたします。第1田号議案「公の

施設の指定管理者の指定について(老人デイサ

ービスセンター5施設)」については、原案のと

おり可決することにご異議ありませんか。

び異議なし」と言う者あり〕

中村(照)委員長ご異議ないと認めます。

よって、'本案は原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。

昼に入りましたので休憩いたしましょうか。

それでは、午後は1時から再開いたします。

=休憩、午後0時13分=

=再開午後1時0分=

中村(照)委員長委員会を再開します。

それでは、請願第,4号「長崎市の発達障害児・
者療育支援体制充実に関する諸願につぃて」を

議題といたします。なお、請願人から趣旨説明
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